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・ 資金調達コラム②～SPC とノンリコースローン～ （柏田）  

・ 地震保険料控除 （上谷） 

・ 特定求職者雇用開発助成金 （社会保険労務士 間宮） 

    

資金調達資金調達資金調達資金調達コラムコラムコラムコラム②②②②～～～～SPCSPCSPCSPC ととととノンリコースローンノンリコースローンノンリコースローンノンリコースローン～～～～            （（（（柏田柏田柏田柏田））））    
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右のような収益ビルのオーナーA さんがいます。 

このキャッシュフローですとかなり経営が厳しい状況ですね。 

賃料から元利金を差し引くだけで 200 万円しか残りません。 

 

そこでこういったスキームを考えました。 

① SPC（特別目的会社）を設立 

② SPC に A さんは 8,000 万円出資する。 

③ 金融機関がノンリコースローンを 

SPC に 3 億 2,000 万円実行する。 

④ A さんは SPC にビルを 4 億円で売却する。 

⑤ A さんは 2 億円の残債を返済 

⑥ ノンリコースローンは期限一括返済で利率は 5％ 

⑦ A さんは配当を年利 10％受ける 

 

 

スキーム実施後、A さんはビルオーナーではなくなりましたが、 

借金から解放されて、配当収入を得ることになりました。 

金融機関は「ノンリコースローン＝借り手に責任を遡及しない融資」 

を実行することであくまでこのビルの収益を返済等の拠所と 

しなければならないのですが、利息収入を既存の金融機関よりも多く受けています。 

 

もちろん詳細な条件や審査・手続が必要とされる高度な仕組みですので、今回は出来るだけ簡単に書きました。

最近の事業再建で多く用いられているものです。 

 

詳細は弊社担当までお問い合わせ下さい。 

※ブログを更新中。弊社 HP に是非お立ち寄りください！ http://www.e3-partners.com/ 

今月号今月号今月号今月号ののののテテテテーマーマーマーマ    

（現状の A さん） 

・ 賃貸収入 年 3,200 万円 

・ 物件時価 4 億円 

・ ローン残債 2 億円 

・ 月額返済元金 200 万円 

・ 月額利息支払 50 万円 

（平均利率 3％） 

 

（実施後の A さん） 

・ 配当収入 年 800 万円 

・ ローン残債 ゼロ 

・ 責任は出資した 

8,000 万円部分のみ 
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地震保険料控除地震保険料控除地震保険料控除地震保険料控除            （（（（上谷上谷上谷上谷）））） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

        

 

 

 

    

特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金            （（（（社会保険労務士社会保険労務士社会保険労務士社会保険労務士    間宮間宮間宮間宮））））    

    

平成 18 年の税制改正で、平成 19 年より地震保険料控除が創設され、従来の損害保険料控除は廃止となりました。

しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすること

ができます。ちなみに、一定の長期損害保険契約等とは、以下のようなものをいいます。 

 ①平成 18 年 12 月 31 日までに締結した契約（保険期間の始期が平成 19 年 1 月 1 日のものは除く) 

 ②満期返戻金等のあるものでその保険期間が 10 年以上の契約 

 ③平成 19 年 1 月 1 日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの 

気になる控除額はどうなるかと申しますと、従来の最高控除額が 15,000 円だったものに対し、今年からは

50,000 円に引き上げられました。また、上記の長期損害保険契約に係る長期損害保険料(以下「旧長期損害保険料」)

については経過措置として従来の損害保険料控除の適用が可能で、最高控除額は地震保険料と合算して 50,000 円

となります。 

但し注意すべきところは、旧長期損害保険料と地震保険料控除両方の対象となる一つの保険契約については、従来

の長期損害保険料控除と地震保険料控除のいずれか一方の控除しか受けられません。 

たとえば、Ａさんが自宅に係る一つの損害保険契約につき、地震保険料を年間 10,000 円、旧長期損害保険料を

年間 17,000 円支払った場合は下記の通りです。 

  ＊地震保険料による控除額・・・10,000 円 

  ＊旧長期損害保険料による控除額・・・13,500 円(17,000 円×1/2＋5,000 円) 

     よって、13,500 円を控除額とすることができます。 

詳細は弊社担当までお問い合わせ下さい。 

特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金はははは平成平成平成平成 19191919 年年年年 10101010 月月月月 1111 日日日日からからからから定額制定額制定額制定額制にににに    

平成１9 年 10 月 1 日から特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金の受給額が定率制から定額制に変更になりました。 

特定求職者雇用開発助成金とは 

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を雇用した事業主に対して、賃金の一部が支給されます。 

特定就職困難者雇用開発助成金の受給要件 

高年齢者、障害者等の就職困難者を公共職業安定所または適正な運用を期すことのできる 

無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れること。 

平成 19 年 10 月からの雇入れの場合の受給額 

大企業 中小企業

高年齢者（60歳以上65歳未満）、障害者、母子家庭の母等　※
５０万円 ６０万円 　１年

短時間労働者（高年齢者（60歳以上65歳未満）、障害者、母子家庭の母
等） ３０万円 ４０万円 　１年

重度障害者等（重度障害者・４５歳以上の障害者・精神障害者） ※２ １００万
円

１２０万
円

　１年６
か月

助成額

対象労働者(一般被保険者） 助成期間

  

※短時間労働者を除く 

  （短時間労働者とは週の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の者をいいます。 

☆平成 19 年 9 月 30 日までの雇入れの場合は、改正前の定率制定率制定率制定率制のののの受給額受給額受給額受給額となります。 

詳細は当事務所までお問い合わせください。 

 


